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補正予算�第３号（町民文化センターＥＳＣＯ事業）審査特別委員会報告書（要約）

１．開　催　日　　役場４階 会議室　8月26日（11名）、9月11日（10名）、9月17日（11名）
２．審査の結果　　9月11日、記名式投票による採決の結果、否決すべきものとした。
　　 　賛成４票、反対４票（白票３票を含む）の同数（退席１名。委員長は賛否に加わらない）であった。委員長

は、補正予算に積極的に賛成する者が半数を超えていないことから、現状維持の原則*に従い、否決すべきも
のと判断し決定した。

３．審 査 の 件　　副町長、教育委員会教育課長、政策推進課長、参事兼総務課長及び担当職員出席のもと、町民
　　 　文化センターESCO事業について、詳細に審査した。その結果、事業の方向性や財源を確保する努力は理

解した。
［賛成意見］
（1）昭和48年に町民文化センターを作ることになった当初、チェックメイトの地代と、ゴルフ場利用交付税、固

定資産税等を維持管理に充てていく方針であった。町民の文化施設として、利活用が求められるので、必要な事
業である。

（2）ここで結論を出さないと内示を受けた補助金が付かない可能性がある。
［反対意見］
（1）事業者の選定方法や補助金申請のプロセスが適当でなかった。
（2）事業の規模から、本来であれば当初予算に計上すべきものであった。さらに、工期や十分な審査をする時間等

を勘案されていない補正予算計上は、適当でなかった。 
（3）この事業によって公債費比率及び将来財政推計が増加するが、町からは財源確保等について適切な説明がされ

なかった。

　今後、公共施設等総合管理計画を早急に策定し、町の財政負担を明確にし、町民文化センターの利活用を含め、
事業執行に当たられたい。

＊ 現状維持の原則…過半数議決を要する場合で、賛成・反対が同数となった時、議長（委員長）の採決にあたり、
積極的な賛成が半数を超えていないことから議決を差し控える（現状維持＝条例、予算などの現状を変更しな
い）ことが望ましいという原則。
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